
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則    

平成平成平成平成22221111年６年６年６年６月月月月４４４４日日日日    

規則第規則第規則第規則第25252525号号号号    

（趣旨）（趣旨）（趣旨）（趣旨）    

第１条第１条第１条第１条    この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20202020年法律第年法律第年法律第年法律第87878787    

号。以下「法」という｡号。以下「法」という｡号。以下「法」という｡号。以下「法」という｡))))及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平

成成成成21212121年国土交通省令第３号年国土交通省令第３号年国土交通省令第３号年国土交通省令第３号。以下。以下。以下。以下「省令」「省令」「省令」「省令」という｡という｡という｡という｡))))の施行に関し必要な事項を定めの施行に関し必要な事項を定めの施行に関し必要な事項を定めの施行に関し必要な事項を定め

るものとする。るものとする。るものとする。るものとする。    

（所管行政庁が必要と認める図書）（所管行政庁が必要と認める図書）（所管行政庁が必要と認める図書）（所管行政庁が必要と認める図書）    

第２条第２条第２条第２条    省令第２条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。省令第２条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。省令第２条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。省令第２条第１項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。    

(1)(1)(1)(1)    法第５条第１項又は第２項の規定による認定の申請にあっ法第５条第１項又は第２項の規定による認定の申請にあっ法第５条第１項又は第２項の規定による認定の申請にあっ法第５条第１項又は第２項の規定による認定の申請にあってはてはてはては、様式第１号に、様式第１号に、様式第１号に、様式第１号に

よる計画書よる計画書よる計画書よる計画書    

(2)(2)(2)(2)    建築をしようとする住宅又は建築をしようとする住宅又は建築をしようとする住宅又は建築をしようとする住宅又はその部分が、住宅の品質確保の促進等に関する法その部分が、住宅の品質確保の促進等に関する法その部分が、住宅の品質確保の促進等に関する法その部分が、住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成律（平成律（平成律（平成11111111年法律第年法律第年法律第年法律第81818181号。以下「品確法」という｡号。以下「品確法」という｡号。以下「品確法」という｡号。以下「品確法」という｡))))第第第第31313131条第１項に規定する住宅条第１項に規定する住宅条第１項に規定する住宅条第１項に規定する住宅

型式性能認定（登録住宅型式性能認定等機関（品確法第型式性能認定（登録住宅型式性能認定等機関（品確法第型式性能認定（登録住宅型式性能認定等機関（品確法第型式性能認定（登録住宅型式性能認定等機関（品確法第44444444条第３項に規定する登条第３項に規定する登条第３項に規定する登条第３項に規定する登

録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ｡録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ｡録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ｡録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ｡))))が行うこれと同等の確認を含む。が行うこれと同等の確認を含む。が行うこれと同等の確認を含む。が行うこれと同等の確認を含む。

以下同じ｡以下同じ｡以下同じ｡以下同じ｡))))を受けた型式に適合するものである場合にあっては、を受けた型式に適合するものである場合にあっては、を受けた型式に適合するものである場合にあっては、を受けた型式に適合するものである場合にあっては、当該型式に係る当該型式に係る当該型式に係る当該型式に係る

住宅型式性能認定書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成住宅型式性能認定書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成住宅型式性能認定書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成住宅型式性能認定書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成12121212年年年年

建設省令第建設省令第建設省令第建設省令第20202020号。以下「品確号。以下「品確号。以下「品確号。以下「品確法施行規則」という｡法施行規則」という｡法施行規則」という｡法施行規則」という｡))))第第第第41414141条第１項に規定する住宅条第１項に規定する住宅条第１項に規定する住宅条第１項に規定する住宅

型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確

認書を含む。以下同じ｡認書を含む。以下同じ｡認書を含む。以下同じ｡認書を含む。以下同じ｡))))の写しの写しの写しの写し    

(3)(3)(3)(3)    建築をしようとする住宅又はその部分が、品確法第建築をしようとする住宅又はその部分が、品確法第建築をしようとする住宅又はその部分が、品確法第建築をしようとする住宅又はその部分が、品確法第40404040条第１項に規定する認証条第１項に規定する認証条第１項に規定する認証条第１項に規定する認証

型式住宅部分等である場合に型式住宅部分等である場合に型式住宅部分等である場合に型式住宅部分等である場合にああああってはってはってはっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅

部分等製造者認証書（品確法施行規則第部分等製造者認証書（品確法施行規則第部分等製造者認証書（品確法施行規則第部分等製造者認証書（品確法施行規則第45454545条第１項に規定する条第１項に規定する条第１項に規定する条第１項に規定する型式住宅部分型式住宅部分型式住宅部分型式住宅部分等等等等製製製製

造者認証書をいう。以下同じ｡造者認証書をいう。以下同じ｡造者認証書をいう。以下同じ｡造者認証書をいう。以下同じ｡))))の写しの写しの写しの写し    

(4)(4)(4)(4)    長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成21212121年国土交年国土交年国土交年国土交

通省告示第通省告示第通省告示第通省告示第202020209999号号号号。。。。以下以下以下以下「告示」「告示」「告示」「告示」という｡という｡という｡という｡))))第３に定める長期使用構造等とするた第３に定める長期使用構造等とするた第３に定める長期使用構造等とするた第３に定める長期使用構造等とするた

めの措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあってめの措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあってめの措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあってめの措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあって    

は、長期使用構造等とするためのは、長期使用構造等とするためのは、長期使用構造等とするためのは、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説措置と同等以上の措置が講じられている旨を説措置と同等以上の措置が講じられている旨を説措置と同等以上の措置が講じられている旨を説

明した図書（登録試験機関（品確法第明した図書（登録試験機関（品確法第明した図書（登録試験機関（品確法第明した図書（登録試験機関（品確法第59595959条第１項に規定する登録機関をいう。以条第１項に規定する登録機関をいう。以条第１項に規定する登録機関をいう。以条第１項に規定する登録機関をいう。以

下同じ｡下同じ｡下同じ｡下同じ｡))))が行う特別評価方法認定（品確法第が行う特別評価方法認定（品確法第が行う特別評価方法認定（品確法第が行う特別評価方法認定（品確法第58585858条第１項に規定する特別評価方法条第１項に規定する特別評価方法条第１項に規定する特別評価方法条第１項に規定する特別評価方法

認定をいう｡認定をいう｡認定をいう｡認定をいう｡))))のための審査に係る特別の建築材料のための審査に係る特別の建築材料のための審査に係る特別の建築材料のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試若しくは構造方法又は特別の試若しくは構造方法又は特別の試若しくは構造方法又は特別の試

験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定（登録試験機関が行うこれ験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定（登録試験機関が行うこれ験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定（登録試験機関が行うこれ験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定（登録試験機関が行うこれ

と同等の試と同等の試と同等の試と同等の試験を含む。以下験を含む。以下験を含む。以下験を含む。以下「試験等」「試験等」「試験等」「試験等」という｡という｡という｡という｡))))を受けた場合にあっては、当該特を受けた場合にあっては、当該特を受けた場合にあっては、当該特を受けた場合にあっては、当該特

別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試

験等の結果の証明書験等の結果の証明書験等の結果の証明書験等の結果の証明書））））    

(5)(5)(5)(5)    法第６条第１項第３号に掲げる基準に適合することについて市その他法第６条第１項第３号に掲げる基準に適合することについて市その他法第６条第１項第３号に掲げる基準に適合することについて市その他法第６条第１項第３号に掲げる基準に適合することについて市その他の関係機の関係機の関係機の関係機

関が認めた場合にあっては、その旨を証する書面の写し関が認めた場合にあっては、その旨を証する書面の写し関が認めた場合にあっては、その旨を証する書面の写し関が認めた場合にあっては、その旨を証する書面の写し    

（所管行政庁が不要と認める図書）（所管行政庁が不要と認める図書）（所管行政庁が不要と認める図書）（所管行政庁が不要と認める図書）    

第３条第３条第３条第３条    省令第２条第３項の所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりとする。省令第２条第３項の所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりとする。省令第２条第３項の所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりとする。省令第２条第３項の所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりとする。    



(1)(1)(1)(1)    前条第２号の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた場合に、当該住宅前条第２号の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた場合に、当該住宅前条第２号の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた場合に、当該住宅前条第２号の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた場合に、当該住宅

型式性能認定書（告示に定める基準以上の性能を有する旨の認定又は確認を受け型式性能認定書（告示に定める基準以上の性能を有する旨の認定又は確認を受け型式性能認定書（告示に定める基準以上の性能を有する旨の認定又は確認を受け型式性能認定書（告示に定める基準以上の性能を有する旨の認定又は確認を受け

た型式に係るものに限る｡た型式に係るものに限る｡た型式に係るものに限る｡た型式に係るものに限る｡))))において住宅性能評価（品確法第５条第１項に規定すにおいて住宅性能評価（品確法第５条第１項に規定すにおいて住宅性能評価（品確法第５条第１項に規定すにおいて住宅性能評価（品確法第５条第１項に規定す

る住宅性能評価をいう。以下同じ｡る住宅性能評価をいう。以下同じ｡る住宅性能評価をいう。以下同じ｡る住宅性能評価をいう。以下同じ｡))))の申請において明示することの申請において明示することの申請において明示することの申請において明示することを要しない事項を要しない事項を要しない事項を要しない事項

（登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書と同等の確認書に（登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書と同等の確認書に（登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書と同等の確認書に（登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書と同等の確認書に

おいては、長期優良住宅建築等計画の認定の申請においおいては、長期優良住宅建築等計画の認定の申請においおいては、長期優良住宅建築等計画の認定の申請においおいては、長期優良住宅建築等計画の認定の申請において明示することを要しなて明示することを要しなて明示することを要しなて明示することを要しな

い事項）として指定された事項が、省令第２条い事項）として指定された事項が、省令第２条い事項）として指定された事項が、省令第２条い事項）として指定された事項が、省令第２条第１項の表の各項に掲げる図書に第１項の表の各項に掲げる図書に第１項の表の各項に掲げる図書に第１項の表の各項に掲げる図書に

明示す明示す明示す明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときは、当該図書べき事項のすべてを満たすこととなるときは、当該図書べき事項のすべてを満たすこととなるときは、当該図書べき事項のすべてを満たすこととなるときは、当該図書    

(2)(2)(2)(2)    前条第３号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合に、前条第３号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合に、前条第３号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合に、前条第３号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合に、

当該型式住宅部分等製造者認証書（告示に定める基準以上の性能当該型式住宅部分等製造者認証書（告示に定める基準以上の性能当該型式住宅部分等製造者認証書（告示に定める基準以上の性能当該型式住宅部分等製造者認証書（告示に定める基準以上の性能を有する旨の認を有する旨の認を有する旨の認を有する旨の認

証を受けた型式住宅部分等証を受けた型式住宅部分等証を受けた型式住宅部分等証を受けた型式住宅部分等に係るものに限る｡に係るものに限る｡に係るものに限る｡に係るものに限る｡))))において住宅性能評価の申請におにおいて住宅性能評価の申請におにおいて住宅性能評価の申請におにおいて住宅性能評価の申請にお

いて明示することを要しない事項として指定された事項が、省令第２条第１項のいて明示することを要しない事項として指定された事項が、省令第２条第１項のいて明示することを要しない事項として指定された事項が、省令第２条第１項のいて明示することを要しない事項として指定された事項が、省令第２条第１項の

表の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときは、当表の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときは、当表の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときは、当表の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときは、当

該図書該図書該図書該図書    

（法第６条第２項等の規定による申出に係る添付図書（法第６条第２項等の規定による申出に係る添付図書（法第６条第２項等の規定による申出に係る添付図書（法第６条第２項等の規定による申出に係る添付図書））））    

第４条第４条第４条第４条    建築基準法（昭和建築基準法（昭和建築基準法（昭和建築基準法（昭和25252525年法年法年法年法律第律第律第律第201201201201号）第６条号）第６条号）第６条号）第６条の３第１項のの３第１項のの３第１項のの３第１項の構造計算適合性判構造計算適合性判構造計算適合性判構造計算適合性判

定を要する住宅に係る定を要する住宅に係る定を要する住宅に係る定を要する住宅に係る法第６条第２法第６条第２法第６条第２法第６条第２項（法第８条第２項において準用する場合を含項（法第８条第２項において準用する場合を含項（法第８条第２項において準用する場合を含項（法第８条第２項において準用する場合を含

む｡む｡む｡む｡))))の規定によるの規定によるの規定によるの規定による申出申出申出申出は、建築基準法第は、建築基準法第は、建築基準法第は、建築基準法第６条の３第７６条の３第７６条の３第７６条の３第７項の項の項の項の適合適合適合適合判定判定判定判定通知書又はその通知書又はその通知書又はその通知書又はその

写しを添えて行う写しを添えて行う写しを添えて行う写しを添えて行うものとする。ものとする。ものとする。ものとする。    

（申請書の提出部数）（申請書の提出部数）（申請書の提出部数）（申請書の提出部数）    

第５条第５条第５条第５条    省令第２条第１項、第８条、第省令第２条第１項、第８条、第省令第２条第１項、第８条、第省令第２条第１項、第８条、第11111111条又は第条又は第条又は第条又は第12121212条の申請書の提出部数は、正本条の申請書の提出部数は、正本条の申請書の提出部数は、正本条の申請書の提出部数は、正本

１通及び副本１通とする。１通及び副本１通とする。１通及び副本１通とする。１通及び副本１通とする。    

（（（（認定長期優良住宅の建築工事の完了報告）認定長期優良住宅の建築工事の完了報告）認定長期優良住宅の建築工事の完了報告）認定長期優良住宅の建築工事の完了報告）    

第６条第６条第６条第６条    認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、速やか認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、速やか認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、速やか認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、速やか

に、様式第２号による報告書をに、様式第２号による報告書をに、様式第２号による報告書をに、様式第２号による報告書を市長市長市長市長に提出に提出に提出に提出しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。    

２２２２    前項の場合において、認定計画実施者は、あらかじめ、様式第３号による確認書前項の場合において、認定計画実施者は、あらかじめ、様式第３号による確認書前項の場合において、認定計画実施者は、あらかじめ、様式第３号による確認書前項の場合において、認定計画実施者は、あらかじめ、様式第３号による確認書

により建築士（建築士法（昭和により建築士（建築士法（昭和により建築士（建築士法（昭和により建築士（建築士法（昭和25252525年法律年法律年法律年法律第第第第202202202202号）第２条第１項に規定する建築士号）第２条第１項に規定する建築士号）第２条第１項に規定する建築士号）第２条第１項に規定する建築士

をいい、こをいい、こをいい、こをいい、この項の規定による確認の対象となる住宅が、同法第３条第１項各号に掲の項の規定による確認の対象となる住宅が、同法第３条第１項各号に掲の項の規定による確認の対象となる住宅が、同法第３条第１項各号に掲の項の規定による確認の対象となる住宅が、同法第３条第１項各号に掲

げる建築物であるときは一級げる建築物であるときは一級げる建築物であるときは一級げる建築物であるときは一級建築士、同法第３条の２第１項各号に掲げる建築物で建築士、同法第３条の２第１項各号に掲げる建築物で建築士、同法第３条の２第１項各号に掲げる建築物で建築士、同法第３条の２第１項各号に掲げる建築物で

あるときは一級建築士又は二級建築士に限る｡あるときは一級建築士又は二級建築士に限る｡あるときは一級建築士又は二級建築士に限る｡あるときは一級建築士又は二級建築士に限る｡))))による認定長期優良住宅建築等計画による認定長期優良住宅建築等計画による認定長期優良住宅建築等計画による認定長期優良住宅建築等計画

に従って建築工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを前項の報告書にに従って建築工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを前項の報告書にに従って建築工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを前項の報告書にに従って建築工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを前項の報告書に

添えなければならない。添えなければならない。添えなければならない。添えなければならない。    

（住宅の建築又（住宅の建築又（住宅の建築又（住宅の建築又は維持保全の取りやめの申出の方法）は維持保全の取りやめの申出の方法）は維持保全の取りやめの申出の方法）は維持保全の取りやめの申出の方法）    

第７条第７条第７条第７条    法第法第法第法第14141414条第１項第２号の申出は、様式第４号による申出書に省令第６条及び条第１項第２号の申出は、様式第４号による申出書に省令第６条及び条第１項第２号の申出は、様式第４号による申出書に省令第６条及び条第１項第２号の申出は、様式第４号による申出書に省令第６条及び

第９条の通知書を添えて行うものとする。第９条の通知書を添えて行うものとする。第９条の通知書を添えて行うものとする。第９条の通知書を添えて行うものとする。    

附附附附    則則則則    

この規則は、平成この規則は、平成この規則は、平成この規則は、平成21212121年６月４日年６月４日年６月４日年６月４日から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    

附附附附    則則則則    

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）    

１１１１    この規則は、平成この規則は、平成この規則は、平成この規則は、平成22227777年６月１日から施行する。年６月１日から施行する。年６月１日から施行する。年６月１日から施行する。    



    （経過措置）（経過措置）（経過措置）（経過措置）    

２２２２    この規則の施行の日前にされた申出又は申請に係る手続については、なお従前のこの規則の施行の日前にされた申出又は申請に係る手続については、なお従前のこの規則の施行の日前にされた申出又は申請に係る手続については、なお従前のこの規則の施行の日前にされた申出又は申請に係る手続については、なお従前の

例による。例による。例による。例による。    

    

    


